
第４４号議案 

   足立区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正 

する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１７年２月２３日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

足立区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正 

する条例 

足立区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年足立 

区条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「。以下「給与条例」という。」を削る。 

 第８条第２項中「給与条例第２９条第２項本文の規定により期末手当 

を受ける職員の例により一定の率」を「３月に支給する場合においては 

１００分の２５、６月及び１２月に支給する場合においては１００分の 

１６５」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 区議会議員の期末手当の額の算定方法を規定する必要があるので、こ 

の条例案を提出いたします。 


